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  問 6 追加問題 

問 6 平成 24 年度［問 01］    

 
民法 

虚偽表示 
 
  民法第 94 条第２項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善
意の第三者に対抗することができない｡」と定めている。次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれ
か。 
 
１ Aが所有する甲土地につき、Aと Bが通謀の上で売買契約を仮装し、A
からBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえ
たBの債権者 C 
２ Aが所有する甲土地につき、Aと Bの間には債権債務関係がないにもか
かわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記が
なされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の
設定を受けた債権者C 
３ Aが所有する甲土地につき、Aと Bが通謀の上で売買契約を仮装し、A
からBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有して
いるものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC 
４ Aと Bが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮
装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC 
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  問 7 追加問題 

問 7 平成 23 年度［問 11］    

 
借地借家法 

借地借家法 
 
  借地借家法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 
 
１ 建物の用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土
地利用の規制の変更その他の事情の変更により、現に借地権を設定するに
おいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当である
にもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、
裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。 

２ 賃貸借契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて残存すべ
き建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわら
ず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が
土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、
裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を
与えることができる。 
３ 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようと
する場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利
となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を
承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者
の承諾に代わる許可を与えることができる。 
４ 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合
において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるお
それがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しな
いときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に
代わる許可を与えることができる。 
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  問 8 追加問題 

問 8 平成 21 年度［問 06］    

 
民法 

抵当権 
 
  民法第 379 条は、「抵当不動産の第三取得者は、第 383 条の定めるところ
により、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。これに関す
る次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 
 
１ 抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い
受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。 
２ 抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押
えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権
消滅請求をすることができる。 
３ 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各
債権者に民法第 383 条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき
事前に裁判所の許可を受ける必要はない。 
４ 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求にかかる民法第 383 条所定
の書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後２か月以内に、
承諾できない旨を確定日付のある書面にて第三取得者に通知すれば、同請
求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。 
 

  


